
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係

令和　７年２月１４日改訂
平成２７年３月　４日 　 製品安全課

商品名等

（電気用品名等） 
レトロ調 電動氷削り器

１ 当該商品等の概要 

○用途、機能、性能

本製品は氷屋で使用するような昔ながらの氷削り器の外観に似せた、レトロ調の

家庭用氷削り器であり、次の特徴がある。 

・氷を削る機能を有しているが、子供用の遊戯器具としての機能は有さない。

・製品本体、包装又は取扱い説明書において、玩具と想定される表示又は説明は

ない。

・玩具販売店、百貨店等の玩具売場において玩具として取り扱われるような方法

で販売されない。

○構造、仕様、意匠

外形寸法（mm）：２００（Ｗ）×２００（Ｄ）×３６０（Ｈ）

重    量 ：１．２ｋｇ 

定    格 ：ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、１７／１２Ｗ 

○主な使用者、販売先

一般消費者

２ 対象・非対象の解釈 

特定電気用品以外の電気用品のうち、電動力応用機械器具の「電気氷削機」と

して取り扱う。 

（理由） 

当該製品は「人、動物、キャラクター又は縮尺模型の装飾が施された外観を備

えているとは言い難く、用途・機能・性能欄の特徴から、「電動式おもちや」に

は該当せず、「電気氷削機」として取り扱うことが妥当と判断する。 


